
施 工 条 件 の 明 示 

 

工 事 名  長狭地区火葬場法面補修工事 

工事箇所  鴨川市東町１８５０番地１７  

安房郡市広域市町村圏事務組合 

明示項目 明  示  事  項 

工 程 関 係 

・工期は、令和６年４月１日から令和６年８月３０日とする。 

なお、工期には雨天のほか作業期間内の全ての土日祝日を見込んでいる。 

・実施工程表および工事の進捗状況がわかる写真を添付した履行報告書を毎

月提出すること。 

・監督職員が必要と判断した工事にあっては、週間工程表（実施＋二週間分

の計画）を作成し、毎週提出すること。 

・長狭火葬場の休業日は友引のみである。 

・火葬場利用者に支障が出ないように工事を施工すること。 

 

用 地 関 係 

・現場着手にあたり、関係者への内容説明を実施し同意を得ること。 

・民有地及び道路用地の境界等には十分注意して施工すること。 

・構造物等の施工については境界位置をよく確認し、用地を侵す事の無いよ

う注意すること。 

・その他、別添「特記仕様書」による。 

・施設敷地内に工事車両を駐車する場合は監督職員と協議すること。 

・施設敷地内への土砂等の仮置きは不可とする。 

 

公 害 対 策 関 係 

・環境基本法（平成５年法律第 91条）及び水質汚濁防止法（昭和 45年法律

138号）及び鴨川市環境条例等を遵守すること。 

・工事で使用する建設機械は、低騒音・排出ガス対策型を原則とする。 

・工事に伴う騒音・振動等に対し、十分留意し、工事箇所周辺の環境保全に

努めること。 

・土砂の搬入搬出等に伴う粉塵には十分注意すること。 

 

安 全 対 策 関 係 

・電気事業法・消防法ほか関係各法及び条例等を遵守すること。 

・現場施工中の安全対策は特に注意して実施すること。 

・安全訓練等については、共通仕様書によるものとする。 

・その他、別添「特記仕様書」による。 

・道路交通法等の関係法令を遵守し、工事を履行すること。 

・工事現場の出入口には必要に応じて交通誘導員を配置し、歩行者等の安

全を確保すること。 

 

工事用道路関係 

・工事に係る資材および重機等の搬入搬出にあたり、工事区間に隣接する
土地を使用貸借する場合は、利用計画等について必ず事前に土地所有者
へ説明し承諾を得ること。 

・工事用として農地を一時利用する場合は、一時転用の手続きが必要とな

るため、事前に関係機関と協議すること。 

 

仮 設 備 関 係 

・工事に必要な現場事務所、電力、用水等に要する費用は、受注者の負担

を原則とする。 

・工事看板、迂回路案内板、バリケード、保安灯等を必ず設置すること。 

・工事看板等の設置にあたっては市有地内への設置を標準とするが、やむ



を得ず民有地又は電柱等に設置する場合は、事前に所有者の同意を得る

こと。 

・施設の設備を使用する場合は、関係者の許可を得ること。 

 

残土・建設副産

物 関 係 

・別添「特記仕様書」による。 

工事支障物件等 

・地下埋設物（水道・ガス・電気・電話・用水・排水管・汚水管）等につい

ては事前に調査を行い、関係機関と十分に協議すること。 

・現在稼動中の施設であることから、現場着手前に監督職員と十分な打ち合

わせを行うこと。 

・既存施設の配線等を十分に精査し、損傷を与えぬよう工事を行うこと。 

・既存施設に損傷を与えた場合は、監督職員の指示に従い、受注者の責任に

おいて早急に復旧すること。 

 

排 水 工 関 係 

(濁水処理含 ) 

 特になし。 

薬 液 注 入 関 係 
 特になし。 

そ の 他 

・工程表および施工計画書の提出前の現場着手は原則として認めない。 

・本施工条件において確認ができない事項は、安房郡市広域市町村圏事務組

合に直接問い合わせること。 

・必要に応じて工事案内文書を作成し、監督職員の確認を受けた後に関係

地区へ配布して周知すること。なお、関係地区の市政協力員(区長・組長)

並びに関係地権者、本路線に隣接している住民等へは、直接文書を持参

して周知すること。 

・使用材料及び特殊製品等の仮置き場は、監督職員と協議すること。 

・設計図書（工事設計書・設計図面・工事仕様書・特記仕様書等）及び関係

法令等を熟読の上、目的物である水道施設としての機能を十分に発揮でき

るよう、創意工夫を行い施工すること。 

 

 


